
一
頁

犯
罪
捜
査
規
範
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

○

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
一
章
〜
第
七
章

（
略
）

第
八
章

取
調
べ
（
第
百
六
十
六
条
―
第
百
八
十
二
条
の
三
）

第
八
章

取
調
べ
（
第
百
六
十
六
条
―
第
百
八
十
二
条
の
二
）

第
九
章
〜
第
十
八
章

（
略
）

第
九
章
〜
第
十
八
章

（
略
）

附
則

附
則

（
人
の
住
居
等
の
任
意
の
捜
索
の
禁
止
）

（
任
意
の
家
宅
捜
索
の
禁
止
）

第
百
八
条

人
の
住
居
又
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、
建
造
物
若
し
く
は
船
舶
に

第
百
八
条

人
の
住
居
ま
た
は
人
の
看
守
す
る
邸
宅
、
建
造
物
も
し
く
は
船
舶

つ
き
捜
索
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
住
居
主
又
は
看
守
者
の
任
意
の
承

に
つ
き
捜
索
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
住
居
主
ま
た
は
看
守
者
の
任
意

諾
が
得
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
捜
索
許
可
状
の
発
付
を

の
承
諾
が
得
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
捜
索
許
可
状
の
発

受
け
て
捜
索
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
を
受
け
て
捜
索
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
司
法
警
察
職
員
の
処
置
）

（
司
法
警
察
職
員
の
処
置
）

第
百
三
十
条

（
略
）

第
百
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

司
法
警
察
員
は
、
刑
訴
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
事
件
以

外
の
事
件
に
つ
い
て
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
処
置
を
と
る
に
当
た
つ
て
は

、
被
疑
者
に
対
し
、
刑
訴
法
第
二
百
九
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
刑
訴
法

第
七
十
八
条
第
一
項
の
申
出
が
で
き
る
旨
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
任
意
性
の
確
保
）

（
任
意
性
の
確
保
）

第
百
六
十
八
条

（
略
）

第
百
六
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

取
調
べ
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
深
夜
に
又
は
長

３

取
調
べ
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
深
夜
に
行
う
こ

時
間
に
わ
た
り
行
う
こ
と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



二
頁

（
取
調
べ
状
況
報
告
書
等
）

（
取
調
べ
状
況
報
告
書
等
）

第
百
八
十
二
条
の
二

被
疑
者
又
は
被
告
人
を
取
調
べ
室
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

第
百
八
十
二
条
の
二

逮
捕
又
は
勾
留
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

場
所
に
お
い
て
取
り
調
べ
た
と
き
（
当
該
取
調
べ
に
係
る
事
件
が
、
第
百
九

六
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
同
法
第
十

十
八
条
の
規
定
に
よ
り
送
致
し
な
い
事
件
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

七
条
第
一
項
の
措
置
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
身
柄
を
拘

は
、
当
該
取
調
べ
を
行
つ
た
日
（
当
該
日
の
翌
日
の
午
前
零
時
以
降
ま
で
継

束
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
又
は
被
告
人
を
取
調
べ
室
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
所

続
し
て
取
調
べ
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
翌
日
の
午
前
零
時
か
ら
当
該
取
調

に
お
い
て
取
り
調
べ
た
と
き
は
、
当
該
取
調
べ
を
行
つ
た
日
（
当
該
日
の
翌

べ
が
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、

日
の
午
前
零
時
以
降
ま
で
継
続
し
て
取
調
べ
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
翌
日

速
や
か
に
取
調
べ
状
況
報
告
書
（
別
記
様
式
第
十
六
号
）
を
作
成
し
な
け
れ

の
午
前
零
時
か
ら
当
該
取
調
べ
が
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
を
含
む
。
次
項
に

ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
同
じ
。
）
ご
と
に
、
速
や
か
に
取
調
べ
状
況
報
告
書
（
別
記
様
式
第

十
六
号
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
逮
捕
又
は
勾
留
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
逮
捕
又
は
勾
留
の
理
由
と
な
つ
て
い
る
犯
罪
事

律
第
百
六
十
八
号
）
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
く
同

実
以
外
の
犯
罪
に
係
る
被
疑
者
供
述
調
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、
取
調
べ
状

法
第
十
七
条
第
一
項
の
措
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る

況
報
告
書
に
加
え
、
当
該
取
調
べ
を
行
つ
た
日
ご
と
に
、
速
や
か
に
余
罪
関

被
疑
者
又
は
被
告
人
に
つ
い
て
、
当
該
逮
捕
又
は
勾
留
の
理
由
と
な
つ
て
い

係
報
告
書
（
別
記
様
式
第
十
七
号
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
犯
罪
事
実
以
外
の
犯
罪
に
係
る
被
疑
者
供
述
調
書
を
作
成
し
た
と
き
は
、

取
調
べ
状
況
報
告
書
に
加
え
、
当
該
取
調
べ
を
行
つ
た
日
ご
と
に
、
速
や
か

に
余
罪
関
係
報
告
書
（
別
記
様
式
第
十
七
号
）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

取
調
べ
状
況
報
告
書
及
び
余
罪
関
係
報
告
書
を
作
成
し
た
場
合
に
お
い
て

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
が
、
取
調
べ
に
お
い
て

、
被
疑
者
又
は
被
告
人
が
そ
の
記
載
内
容
を
確
認
し
た
と
き
は
、
そ
れ
を
証

作
成
さ
れ
た
特
定
の
被
疑
者
供
述
調
書
の
存
在
及
び
内
容
を
捜
査
機
関
以
外

す
る
た
め
当
該
取
調
べ
状
況
報
告
書
及
び
余
罪
関
係
報
告
書
の
確
認
欄
に
署

の
第
三
者
に
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
く
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、

名
押
印
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

当
該
被
疑
者
又
は
被
告
人
に
不
開
示
要
望
書
（
別
記
様
式
第
十
八
号
）
を
作

成
さ
せ
、
こ
れ
に
署
名
指
印
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
百
八
十
一
条
の
規
定
は
、
前
項
の
署
名
押
印
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
旨
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
旨

及
び
そ
の
理
由
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
取
調
べ
室
の
構
造
及
び
設
備
の
基
準
）

第
百
八
十
二
条
の
三

取
調
べ
室
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と

（
新
設
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

扉
を
片
側
内
開
き
と
す
る
な
ど
被
疑
者
の
逃
走
及
び
自
殺
そ
の
他
の
事

故
の
防
止
に
適
当
な
構
造
及
び
設
備
を
有
す
る
こ
と
。

二

外
部
か
ら
取
調
べ
室
内
が
容
易
に
望
見
さ
れ
な
い
よ
う
な
構
造
及
び
設



三
頁

備
を
有
す
る
こ
と
。

三

透
視
鏡
を
備
え
付
け
る
な
ど
取
調
べ
状
況
の
把
握
の
た
め
の
構
造
及
び

設
備
を
有
す
る
こ
と
。

四

適
当
な
換
気
、
照
明
及
び
防
音
の
た
め
の
設
備
を
設
け
る
な
ど
適
切
な

環
境
で
被
疑
者
が
取
調
べ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
及
び
設
備
を
有

す
る
こ
と
。

五

取
調
べ
警
察
官
、
被
疑
者
そ
の
他
関
係
者
の
数
及
び
必
要
な
設
備
に
応

じ
た
適
当
な
広
さ
で
あ
る
こ
と
。



四
頁

別
記
様
式
第
十
六
号

別
記
様
式
第
十
六
号



五
頁

別
記
様
式
第
十
七
号

別
記
様
式
第
十
七
号



六
頁

別
記
様
式
第
十
八
号

削
除

別
記
様
式
第
十
八
号


